
理

由

農
薬
の
安
全
性
の
一
層
の
向
上
を
図
る
た
め
、
農
薬
の
規
制
に
関
す
る
国
際
的
動
向
等
を
踏
ま
え
、
再
登
録
制
度
に
代
え
て

同
一
の
有
効
成
分
を
含
む
農
薬
に
つ
い
て
一
括
し
て
定
期
的
に
安
全
性
等
の
再
評
価
を
行
う
制
度
を
導
入
す
る
と
と
も
に
、
農

薬
の
登
録
事
項
を
追
加
す
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。




